
1.  フリーランス法の内容

2.  業務委託契約書とはどのようなものか

3. 業務委託契約書の見方・ポイント

4. 業務委託契約書の作り方・注意点

 
 

お問い合わせ・お申込み先

主催：京都府よろず⽀援拠点（公益財団法⼈京都産業２１）
担当 柴⽥・宮本

昨年１１月からフリーランス法が施行され、今後、個人事業主や小規模事業者の皆様が取引を行う上で、

業務委託契約書を確認したり、作成する機会がこれからさらに増えると思われます。

  このセミナーでは、契約書の中でも、特に「業務委託契約書」に注目し、

その見方やつくり方について、基本的なことからご説明し、最低限知っておいて頂きたいポイントをお伝えします。

京都府産業支援センター 5階 第４会議室
京都市下京区中堂寺南町134 (リサーチパーク内）
京都リサーチパークエリアマップ www.krp.co.jp/access/map.html

日

時

場

所

内容

講師プロフィール

定
員 12 名

弁護士として、日々、中小企業や小規模事業者の皆様を支援し、

紛争や課題の解決に取り組んでいます。

法的な問題は自社のみで対応することが難しい場合も多いですので、

ぜひ一度ご相談頂ければと思います。

セミナー終了後、希望者にはよろず支援拠点コーディネーターによる個別相談を 実施します。
但し、セミナーの進捗状況、希望者が多い場合は後日、個別での対応となります。

※コンサルタントの方はご遠慮ください。

2025年4/17日
14:00～16:00 ( 受付開始 13:45 )

木

業務委託契約書 の見方・つくり方

中小企業・小規模事業者向け

▶フリーランス法に対応

https://kyotoyorozu.go.jp/

参加無料

売り上げ拡大

2025

大久保 亨京都府よろず支援拠点コーディネーター

弁護士・中小企業診断士



中小企業・小規模事業者向け よろず支援拠点ミニセミナー

◆ 申し込みはホームページからお願いいたします。

※申込書にいただきました情報については慎重に取り扱いを行います。

また、当事業の委託元であります近畿経済産業局及び当事業の全国本部の（独）中小企業基盤整備機構と

京都府よろず支援拠点（公益財団法人京都産業２１）間で共有するほか目的以外に使用いたしません。

京都府よろず支援拠点におまかせください！！
中小企業 小規模事業者 創業予定者 NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人等もOKです

無料
経営相談

京都府よろず支援拠点

公益財団法人京都産業２１

京都市下京区中堂寺南町134

京都府産業支援センター

担当者（事務局） 柴田・宮本

【問い合わせ先】

【 MAP 】

京都府産業
支援センター
(公財)京都産業21
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＊駐車場は有料です。
 なお、駐車場の割引は
 ございません

七
本
松
通
%

大
阪
(
)

*
+
,
-
.

/
0
1
2
)
3
2
4
5
6
7

地下駐車場

入口

8
9
丹
波
口
駅

高度技術

研究所
ASTEM

至亀岡

市バス
京都ﾘｻｰﾁ

ﾊﾟｰｸ前

五条通
り

京
都
中
央
卸
売
市
場

七条通り
至京都

至
西
大
路
五
条

至
西
大
路
七
条

L
号
館

梅

小
路

京
都
西
駅

https://kyotoyorozu.go.jp/


